
長崎県よろず支援拠点コーディネーター募集 

令和８年１月 

長崎県商工会連合会 

 

長崎県商工会連合会は、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点）

の実施にあたり、業務委嘱する「長崎県よろず支援拠点コーディネーター」を以下のとおり募集し

ます。 

 

１．職種・募集人数 

コーディネーター 若干名 

  

２．業務内容 

長崎県よろず支援拠点チーフコーディネーターの指揮のもと、中小・小規模事業者等の経営課

題を分析し、売上拡大や経営改善等の課題解決に最適な手法を選択し支援を行う。 

 

 ３．対象者 

 ①弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士 

 ②中小企業診断士又は経営全般に関わる支援スキルを有する者 

③Web デザイナー、商業広告、アクセス分析、ＤＸ等の分野で売上拡大に資するクリエイティブ
な企画提案が可能な者 

 

（求める人物像） 

(1) 「対話と傾聴」を通じて事業者の本質的な課題を明らかにした上での課題設定や専門性の高

い経営アドバイス・課題解決提案を実現するために、自らのスキル向上や知識創造に励む意

欲を有する方。 

(2) 事業者に徹底的に寄り添い「信頼」および「安心」を与えるとともに、事業者の本質的な課題

の把握と課題設定を行い、事業者が納得し効果的かつ実効性がある専門性の高い経営ア

ドバイスや課題解決策等の提案を行いうる方。 

(3) 拠点内におけるチームでの連携のみでなく、よろず支援拠点外との外部ネットワーク連携を

積極的に推進し、持続的な連携体制を構築しながら支援ができうる方。 

(4) 事業者の経営課題の解決に向けた総合調整を行うチーフコーディネーターをサポートする

とともに、伴走支援による事業者への効果を最大化させるためにチーム内で連帯・協働して

支援ができうる方。 

 



４．委嘱条件等 

(1)報酬         日額 ２８，５００円（税別） 

(2)旅費・交通費   長崎県商工会連合会の規定による 

(3)委嘱期間      令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

※本会が令和８年度の長崎県よろず支援拠点事業を受託した場合 

※委嘱始期については相談可能。 

(4)従事日       週１～３日程度 

(5)就業時間     ８：４５～１７：３０（１２：３０～１３：３０は休憩） 

 

 

 

(6)勤務場所    長崎県商工会連合会内 長崎県よろず支援拠点（長崎市桜町 4-1     

長崎商工会館 ９Ｆ）、及び出張相談会、セミナー開催場所等 

  

５．スケジュール（予定） 

日程 事項 

令和８年１月２２日（木）～ 

令和８年２月１２日（木） 
公募（長崎県よろず支援拠点ホームページで公開） 

令和８年２月２４日（火）～ 面接者への通知 

令和８年３月 １日（日） 面接 

令和８年３月 ９日（月）頃 採用通知 

令和８年４月 １日（水） 契約開始日（採用決定者と要相談） 

 

６．応募方法等 

(1)募集期間     令和８年１月２２日（木）～令和８年２月１２日（木） １７時必着 

(2)募集方法     提出書類の郵送、又は持参 

(3)提出書類     ①コーディネーター応募申請書（様式１） 

②暴力団排除に関する誓約書（様式 2） 

③履歴書（様式任意） ※A4 写真貼付 

④職務経歴書（様式任意） ※A4 

(4)提出先       〒850-0031  長崎市桜町４－１ 長崎商工会館９F 

長崎県商工会連合会企業支援課 よろず支援拠点  

   担当： 久保田 （TEL ： 095-828-1462）  

区 分 勤務時間（午前） 休憩時間 勤務時間（午後） 

全 日 8時45分～12時30分 12時30分～13時30分 13時30分～17時30分 

半 日 8時45分～12時45分 ― 13時30分～17時30分 



・提出された書類は返却いたしません。秘密保持には十分注意します。 

・業務委嘱決定又は業務委嘱従事契約後も本事業の目的や内容から逸脱

した行為、応募書類に虚偽、社会的信用を失墜する行為などがあった場

合は業務委嘱契約を取り消すことがある。 

  

７．選考方法等 

一次選考   書類審査 

二次選考   面接審査（一次選考合格者のみ） 

※採択、不採択の理由についての問い合わせについては、一切回答はできませんので、

あらかじめご了承ください。 

 

８．面接試験の日程 

面接日   令和８年３月１日（日曜日） 

面接時間  書類審査後メールで通知する（令和８年２月２４日頃） 

  


